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第３ 市町村を中心とした生活支援・介護予防サービスの充実等 

１ 基本的な考え方 

○ 要支援者等軽度の高齢者については、ＩＡＤＬの低下に対応した日常生活上の困 

りごとや外出に対する多様な支援が求められる。また、今後、多様な生活上の困り 

ごとへの支援が特に必要となる単身高齢者世帯や高齢者夫婦のみ世帯が世帯類型の 

中で大きな割合を占めていくことを踏まえ、高齢者等地域住民の力を活用した多様 

な生活支援等サービスを充実していくことが求められる。 

また、高齢者がその担い手となることで、「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれ

の要素にバランスよく働きかけることが可能となり、高齢者自身の介護予防の効果

も期待できる。 

○ 新たに設けられた地域支援事業の生活支援体制整備事業の活用などにより、市町

村を中心とした支援体制の充実強化を図り、地域全体で多様な主体によるサービス

提供を推進していくことが重要である。 

○ 市町村における具体的な取組については、以下において各地域における好事例を

踏まえた取組例を取りまとめたので、参考にして実施していただきたい。 
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新しいスタンプ
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２ サービスの分類について 

○ 生活支援等サービスは、以下のような事業実施の枠組みの分類があり、サービス

内容に応じ、適切な枠組みを活用する。 

 

＜介護保険制度の地域支援事業＞ 

① 介護予防・生活支援サービス事業 

・訪問型サービス 

・通所型サービス 

・その他の生活支援サービス 

② 一般介護予防事業（市町村や地域の住民が主体となった体操教室等） 

③ 任意事業（要介護者等を対象とした配食・見守り等） 

 

＜介護保険制度外＞ 

④ その他市町村実施事業（移動支援、宅配、訪問理美容サービス等） 

⑤ 民間市場でのサービス提供 

 

※ 地域支援事業の実施に当たっては、三位一体改革において一般財源化された

事業は実施できないことに留意。 

※ サービスが多様化し、指定や補助など様々な方法により総合事業を実施する

ことが可能となるが、従来一般会計で行っていた事業を総合事業に振り替える

ようなことは想定していない。 
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生活支援・介護予防サービスの分類と活用例

サービスの分類 サービス事業 一般介護予防 任意事業 市町村実施 民間市場
地域の

助け合い
備 考

①介護者支援

②家事援助

③交流サロン

④外出支援

⑤配食＋見守り
サービス事業
では、民間市
場で提供され
ないサービス
を提供⑥見守り・安否

確認

総合事業の対象外であり、任意事業、市町村の独自事業での実施を想定。
介護者の集い、介護教室等。

要介護者の生活支援は任意事業で実施可能。

一般財源化された軽度生活支援は市町村独自で実施
可能。

訪問型サービス
で実施。NPO・ボ

ランティアを主に
活用

要支援者を中心に定期的な利用が可能な形態は総合事業の通所型サービス、その他の地域住民の通いの場は一般
介護予防事業を主に想定。住民、ボランティア等を中心に実施。

訪問型サービスD

で実施。担い手は
NPO、ボランティア

左記以外は、市町村・民間事業者が独自に実施

その他の生活支
援サービスを活用
可。担い手はNPO、
民間事業者等

左記以外は、地域の地縁組織・民間事業者等による緩やかな見守り

左記以外は、任意事業又は市町村・民間事業者が独自に実施

※ 上表中、地縁組織は地区社会福祉協議会、自治会、町内会、地域協議会等を意味する。

その他の生活支
援サービスを活用。
担い手は住民、ボ
ランティア等

 

３ 生活支援・介護予防サービスの開発・発掘のための取組 

（１） 基本的な考え方及び定義 

（概要） 

○ 生活支援等サービスの体制整備にあたっては、市町村が中心となって、元気な

高齢者をはじめ、住民が担い手として参加する住民主体の活動や、ＮＰＯ、社会

福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、協同組合、民間企業、シルバー人材セン

ターなどの多様な主体による多様なサービスの提供体制を構築し、高齢者を支え

る地域の支え合いの体制づくりを推進していく必要がある。 

○ その際、生活支援体制整備事業を活用した「生活支援コーディネーター（地域

支え合い推進員）」や「協議体」の設置等を通じて、互助を基本とした生活支援等

サービスが創出されるよう次項の取組を積極的に進める。 
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生活支援・介護予防の体制整備におけるコーディネーター・協議体の役割

（２）協議体の設置 ⇒多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進

（１）生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置 ⇒多様な主体による多様な取組のコーディネート
機能を担い、一体的な活動を推進。コーディネート機能は、以下のＡ～Ｃの機能があるが、当面ＡとＢの機能を
中心に充実。

エリアとしては、第１層の市町村区域、第２層の日常生活圏域（中学校区域等）があり、平成29年度までの間
に第１及び第２層の充実を目指す。
① 第１層 市町村区域で、主に資源開発（不足するサービスや担い手の創出・養成、活動する場の確保）中心
② 第２層 日常生活圏域（中学校区域等）で、第１層の機能の下で具体的な活動を展開
※ コーディネート機能には、第３層として、個々の生活支援・介護予防サービスの事業主体で、利用者と提供者をマッチング

する機能があるが、これは本事業の対象外

生
活
支
援
・
介
護
予
防
の
基
盤
整
備
に
向
け
た
取
組

○ 地域に不足するサービスの創出
○ サービスの担い手の養成
○ 元気な高齢者などが担い手として活動す

る場の確保 など

○ 関係者間の情報共有
○ サービス提供主体間の連携の体制づくり

など

民間企業 ボランティアＮＰＯ 協同組合 社会福祉法人

生活支援・介護予防サービスの多様な関係主体の参画例

※コーディネーターの職種や配置場所については、一律には限定せず、地域の実情に応じて多様な主体が活用できる仕
組みとする予定であるが、市町村や地域包括支援センターと連携しながら活動することが重要

等

○ 地域の支援ニーズとサービス提供主体の
活動をマッチング
など

（Ａ）資 源 開 発 （Ｂ）ネットワーク構築 （Ｃ）ニーズと取組のマッチング

 

（生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）） 

○ 高齢者の生活支援等サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域

において、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（主

に資源開発やネットワーク構築の機能）を果たす者を「生活支援コーディネータ

ー（地域支え合い推進員）」（以下「コーディネーター」という。）とする。 

 

（協議体） 

○ 市町村が主体となり、各地域におけるコーディネーターと生活支援等サービス

の提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として、中核となる

ネットワークを「協議体」とする。 

 

（コーディネーターと協議体によるコーディネート機能の考え方） 

○ 日常生活ニーズ調査や地域ケア会議等により、地域の高齢者支援のニーズと地

域資源の状況を把握していくことと連携しながら、地域における以下の取組を総

合的に支援・推進。 

① 地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起 

② 地縁組織等多様な主体への協力依頼などの働きかけ 

③ 関係者のネットワーク化 

④ 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一 

⑤ 生活支援の担い手の養成やサービスの開発（担い手を養成し、組織化し、担

い手を支援活動につなげる機能） 
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⑥ ニーズとサービスのマッチング 

 

○ コーディネート機能は、概ね以下の３層で展開されることが考えられるが、生

活支援体制整備事業は第１層・第２層の機能を充実し、体制整備を推進していく

ことが重要。 

・第１層 市町村区域で①～⑤を中心に行う機能 

・第２層 日常生活圏域（中学校区域等）で、第１層の機能の下、①～⑥を行

う機能 

・第３層 個々の生活支援等サービスの事業主体で、利用者と提供者をマッチ

ングする機能 

  

（２） コーディネーターの目的・役割等 

① コーディネーターの設置目的 

市町村が定める活動区域ごとに、関係者のネットワークや既存の取組・組織等

も活用しながら、上記のコーディネート業務を実施することにより、地域におけ

る生活支援等サービスの提供体制の整備に向けた取組を推進することを目的とす

る。 

  ② コーディネーターの役割等 

   ・生活支援の担い手の養成、サービスの開発（第１層、第２層） 

   ・関係者のネットワーク化（第１層、第２層） 

・ニーズとサービスのマッチング（第２層） 

③ 配置 

地域包括支援センターとの連携を前提とした上で、配置先や市町村ごとの配置

人数等は限定せず、地域の実情に応じた多様な配置を可能とする。 

④ コーディネーターの資格・要件 

地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者、または中間

支援を行う団体等であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができ

る者。 

※ 特定の資格要件は定めないが、市民活動への理解があり、多様な理念をもつ

地域のサービス提供主体と連絡調整できる立場の者であって、国や都道府県が

実施する研修を修了した者が望ましい。 

※ コーディネーターが属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的

活動の視点、公平中立な視点を有することが適当。 

⑤ 費用負担 

人件費、委託費、活動費用については、地域支援事業（包括的支援事業）が活

用可能 

 

（３） 協議体の目的・役割等 

① 協議体の設置目的 

  生活支援等サービスの体制整備に向けて、多様な主体の参画が求められること

から、市町村が主体となって、「定期的な情報の共有・連携強化の場」として設置
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することにより、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による資源開発等を推

進することを目的とする。 

② 協議体の役割等 

○コーディネーターの組織的な補完 

○地域ニーズの把握（アンケート調査やマッピング等の実施） 

○情報の見える化の推進 

○企画、立案、方針策定を行う場 

○地域づくりにおける意識の統一を図る場 

○情報交換の場 

○働きかけの場 

（例） 

・地域の課題についての問題提起 

・課題に対する取組の具体的協力依頼 

・他団体の参加依頼（Ａ団体単独では不可能な事もＢ団体が協力することで可

能になることも） 

③ 協議体の設置主体 

  市町村と第１層のコーディネーターが協力して地域の関係者のネットワーク化

を図り、協議体を設置する。 

※ 地域の実情に応じた様々なネットワーク化の手法が考えられるため、既に類

似の目的を持ったネットワーク会議等が開催されている場合は、その枠組みを

活用することも可能。協議体の事務局については、市町村におかないことも考

えられ、地域の実情に応じた形で実施可能。 

※ 特定の事業者の活動の枠組みを超えた協議が行われることが重要であり、例

えば、当面は、市町村が中心となって協議の場を設けるなどし、関係者間の情

報共有を目的とした緩やかな連携の場を設置することも一つの方法。 

④ 協議体の構成団体等 

・行政機関（市町村、地域包括支援センター等） 

・コーディネーター 

・地域の関係者（ＮＰＯ、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、協同組合、

民間企業、ボランティア団体、介護サービス事業者、シルバー人材センター等） 

 ※ この他にも地域の実情に応じて適宜参画者を募ることが望ましい。 

⑤ 費用負担 

人件費、委託費、活動費用については、地域支援事業（包括的支援事業）が活

用可能 

  

（４） 市町村、都道府県及び国の役割 

① 市町村は、日常生活ニーズ調査や地域ケア会議等も活用し、地域の高齢者支援

のニーズと地域資源の状況を把握した上で、それらの見える化や問題提起、地縁

組織等多様な主体への協力依頼などの働きかけ、目指す地域の姿・方針の決定、

共有、意識の統一を行う。また、地域の実情に応じた生活支援等サービスの体制
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整備の推進に向けて、「コーディネーター」を特定するとともに協議体の設置を進

める。 

② 都道府県は、国が作成したコーディネーター養成カリキュラム、テキストを活

用し、市町村で配置を予定している人材の研修を実施する。更に県内のコーディ

ネーターのネットワーク化を進めるとともに、配置状況の偏在や地域事情等に配

慮し、適宜市町村と調整する。 

③ 国は、都道府県で計画的にコーディネーターを養成出来るよう、カリキュラム、

テキストを作成する。また、積極的に市町村や関係団体等に対する普及啓発等を

行い、全国的な展開が図られるよう配慮する。 

 

（５） 取組の流れ 

  ○ 「コーディネーター」と「協議体」の設置の手法については、地域の状況によ

って様々であると考えられるが、一例として、市町村が各地域（日常生活圏域・

第２層）において協議体を立ち上げ、協議体のメンバーの中から第２層のコーデ

ィネーターを選出する事例を想定し、大まかな流れを示す（表６参照）。 

 

４ 住民主体の支援活動の推進 

（１） ボランティア等の支援の担い手に対する研修・人材育成の実施 

○ 生活支援や介護予防の担い手となるボランティア等が、要支援者等に対して適

切な生活支援や介護予防を提供するとともに、必要なときに地域包括支援センタ

ーなど必要な機関に連絡することができるようにするためには、これらの者に対

して、介護保険制度や高齢者の特徴、緊急対応などについて、市町村が主体的に、

研修を行うことが望ましい。 

○ そこで、各地域における好事例を参考に、以下のとおり研修のカリキュラムの

内容を例示する。市町村においては、当該カリキュラムを参考に、地域の実情に

応じた研修を実施することが望ましい。 

 

  （カリキュラムの例示） 

   ・介護保険制度、介護概論 

   ・高齢者の特徴と対応（高齢者や家族の心理） 

   ・介護技術 

   ・ボランティア活動の意義 

   ・緊急対応（困った時の対応） 

   ・認知症の理解（認知症サポーター研修等） 

   ・コミュニケーションの手法、訪問マナー 

   ・訪問実習オリエンテーション 
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表６ コーディネーター及び協議体の設置・運用に係る取組例 

「コーディネーター」及び「協議体」設置・運営に係るフロー（例）
「コーディネーター」と「協議体」の設置の手法については、地域の状況によって様々であると考えられるが、一例として、市町村が各地域（日常生活圏域・第２
層）において協議体を立ち上げ、協議体のメンバーの中から第２層のコーディネーターを選出する事例を想定し、大まかな流れを示す。。

市町村 協議体 コーディネーター

○生活支援サービスの充実に関する研究会の立ち上げ
・関係する主な団体、機関に参画を求め、議論
（例）包括、社会福祉協議会、ＮＰＯ、社会福祉法人、

地縁組織、協同組合、民間企業等
○ニーズと地域資源の把握
○市町村の方針の決定
・市町村が目指す地域の姿や協議体・コーディネーターの
設置、サービス充実の方針の決定
・（必須ではない）事業実施要綱等の策定

※研究会の立ち上げはできるだけ早期に行う。
事業計画策定委員会等の活用も考えられる。

○各地域（日常生活圏域等）に協議体を設置
・地域で活動を行う主な団体、機関（生活支援・介護予防
の提供主体等）のリストアップ
・団体、機関に協議体への参画を求める
・市町村の方針の周知

※コーディネーターの適任者がいる場合、協議体とコー
ディネーターを同時に設置・選出することも考えられる。
※以後、適宜、協議体・コーディネーターを支援

○コーディネーターの選出
・市町村が考える生活支援の在り方、目指す地域づくりに最も適した者で、協議体の活動で中核となり得る人物
をコーディネーターとして選出
・選出されたコーディネーターを広く関係者に周知

※コーディネーターが選出されたら、協議体・コーディネーターが中心に実施
※選出されたコーディネーターは、都道府県が実施するコーディネーター向け研修を受講することが望ましい。

○協議体の活動開始（初期は情報収集等から開始）
・ニーズや地域資源の情報共有、連携の強化
・情報の集約化による地域課題や実態の把握（地域資源の調
査・マッピング等）
・既存のサービスで対応できるものとできないものの仕分け
・既存のサービス、集いの場等の活用
・開発が必要なサービスの議論
・地域包括支援センターとの連携

○コーディネーターと協議体の連携による生活支援の担い手の養成やサービスの開発
・生活支援・介護予防サービスへの参加啓発
・地域に不足する生活支援サービスは担い手の養成に着手（サービスの開発）
・人材（ボランティア等）の育成
・育成したボランティア等が活動する場所の確保

 
注：上記のフロー図では、市町村が第１層のコーディネーターの機能を担うことで、第２層の協議体とコーディネーターが設置されている。この場合、先に第２層の

取組の成功例のパターン化を図り、第１層レベルへ広く普及を図ることも考えられる。小規模市町村では第２層と第１層が重なり合う場合もある。 
注：地域で適切な者がいる場合には、コーディネーターの配置を先に行うこともあり。 
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４．「地域資源の開発」と「支援の提供」を分けて考える

 「生活支援体制整備事業 （地域資源の開発）」と
「総合事業 （支援の提供）」は、分けて考える

「総合事業に資するサービスを開発するのが生活支援体制整備

事業」ではなく、「（既存サービスに加え）生活支援体制整備事業

で開発された支援・サービスの中で、総合事業に適合する支援を

組み込む」と考えるべき。

【地域資源の開発】

◎既存の地域資源の整理・確認
他部署等の住民主体の取組み（健康づくり・生涯学習等）、市

町村以外の活動（民間企業やNPO・ボランティア団体等）も含

めた幅広い既存事業を把握・整理することが重要。例えば、

地域包括支援センターが作成した資源マップなど既存で整理

されたものを活用する視点も求められる。

◎地域に不足している資源の特定と開発
既存の地域資源では対応できていない生活支援ニーズを特

定し、協議体を活用し、時間をかけて資源開発していくことが

重要。

【支援の提供】

◎総合事業に移行する事業を選定
①事業費を充てる必要性、②総合事業のコンセプトとの整合

性、の観点から優先順位を付けて選定。

＜「地域資源の開発」と「支援の提供」＞

既存事業を整理し、
カバーされている地域ニーズの範囲を確認

介護予防事業

■充足されて
いない範囲
の資源の
特定と開発
の開始

生
活
支
援
体
制

整
備
事
業

総
合
事
業
へ
の
移
行

現行相当

訪問型A
通所型A

訪問型B
通所型B

訪問型C
通所型C

一般介護
予防事業

NPO・ボランティア
団体の活動健康づくり

生涯学習等
予防給付

民間企業の
サービス

地域資源のアセスメント

総合事業

既に確立されて
いるサービス

民間市場の
サービス

住民同士の無償
の助け合いなど

その他

■総合事業に移行する事業を選定

介護保険事業だ
けでなく、多分
野・多主体（民間
企業等）も含めた
把握が必要

総合事業への該当の
有無とは関係なく広
範囲に検討

事業費の上限の
中で、必要性があり、
かつ、コンセプトに
整合する事業を選定

総
合
事
業
（
支
援
の
提
供
）

生
活
支
援
体
制
整
備
事
業

（
資
源
の
開
発
）

任意事業
市町村単独事業

総合事業では助成
できないものの、
地域資源として運
営上の財政支援が
必要なもの

その他

市町村

協議体

地域包括
支援センタ－

※地域資源のすべてを総合事業に取り込む必要はない

※総合事業に組み込む支援・サービスの選定は、【資源の開発】と同時並行で進める。

【資源の開発】は多大な時間がかかるため、形成された支援・サービスから総合事業

に組み込むかの検討を行って行くのが妥当
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「地域資源の開発」と「支援の提供」 




